
社援発 0 6 2 5第２号

平成26年６月25日

都 道 府 県 知 事
殿

地方厚生（支）局長

厚生労働省社会・援護局長

（公 印 省 略）

「社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定め

る省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の施行等について

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律」（平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」

という。）が本日公布され、このうち、「社会福祉士及び介護福祉士法等の一

部を改正する法律」（平成19年法律第125号）の一部改正等については、公布

の日である本日から施行することとされています。

これに伴い、「社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科

目を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」（平成26年文部

科学省・厚生労働省令第２号）が公布され、本日から施行することとされてお

り、また、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する

告示」（平成26年厚生労働省告示第266号。以下「整備告示」という。）につ

いても公示され、本日から適用することとされています。

医療介護総合確保推進法による改正の趣旨と内容については、「「地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律」の一部の施行等について」（平成26年６月25日社援発0625第１号厚生労

働省医政局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）において示しております

が、「社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める

省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」及び整備告示の主な内容は

下記のとおりですので、貴職におかれましては、これを御了知いただくととも

に、管内市町村（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に周知をお願

いいたします。



記

第一 社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める

省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令について

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の改正により、介

護福祉士の資格取得方法の見直しについての施行期日が平成27年４月１日

から平成28年４月１日に改正されることに伴い、「社会福祉士介護福祉士

学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省

令」（平成23年文部科学省・厚生労働省令第５号）の施行期日を、平成27

年４月１日から平成28年４月１日に改正するものとすること。（附則第１

条関係）

第二 整備告示について（第８関係）

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の改正により、介

護福祉士の資格取得方法の見直しについての施行期日が平成27年４月１日

から平成28年４月１日に改正されることに伴い、「社会福祉士介護福祉士

養成施設指定規則第七条の二第一号ホ及び社会福祉士介護福祉士学校指定

規則第七条の二第一号ホに規定する厚生労働大臣が別に定める基準」（平

成23年厚生労働省告示第414号）の適用期日を平成27年４月１日から平成28

年４月１日に改正するものとすること。



平成™�年�月™œ日 水曜日 (号外第˜›˜号)官 報 (™分冊の˜)

〔
法

律
〕

〇
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等

の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
七
九
）

R

〇
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
八
〇
）

J
I

〇
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
八
一
）

J
Q

〇
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
八
二
）

J
R

〇
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的

な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
八
三
）

K
L

〇
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
八
四
）

N
L

〇
地
域
自
然
資
産
区
域
に
お
け
る
自
然
環
境

の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
八
五
）

N
P

〔
政

令
〕

〇
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
二
一
九
）

N
R

〇
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
二
二
〇
）

O
I

〇
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政

令
（
二
二
一
）

O
I

〇
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
農
林

水
産
省
関
係
政
令
の
特
例
に
関
す
る
政
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
二
二
二
）

O
J

〇
予
算
決
算
及
び
会
計
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
二
二
三
）

〇
水
循
環
基
本
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政

令
（
二
二
四
）

〇
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的

な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令（
二
二
五
）

〇
診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
二
二
六
）

O
L

〇
毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
二
二
七
）

〔
省

令
〕

〇
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則

及
び
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令

（
文
部
科
学
・
厚
生
労
働
二
）

O
M

〇
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的

な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚

生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る

省
令
（
厚
生
労
働
七
一
）

〇
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債

務
返
済
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
国
土
交
通
五
六
）

O
O

〇
国
土
交
通
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
五
七
）

〔
告

示
〕

〇
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的

な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚

生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
備
等
に
関
す
る

告
示
を
定
め
る
件
（
厚
生
労
働
二
六
六
）

O
Q

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

平
成
二
十
五
年
度
第
四
・
四
半
期
予
算
使
用

の
状
況
（
内
閣
）

O
R

平
成
二
十
五
年
度
第
四
・
四
半
期
国
庫
の
状

況
（
同
）

J
K
J

˜



平成™�年�月™œ日 水曜日 (号外第˜›˜号)官 報
〇
文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
令
第
二
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
及
び
社
会
福
祉
に

関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
及
び
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
及
び
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
二
十
三
年
文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
中
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�›
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